
国
民
年
金
保
険
料
は
世

帯
で
連
帯
し
て
納
付

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
被
保

険
者
本
人
だ
け
で
は
な
く
、
そ

の
世
帯
の
世
帯
主
及
び
配
偶
者

も
連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
が

あ
り
ま
す
。

　

ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
し
た
場
合
は
、
そ
の
納

付
額
の
全
額
が
納
付
し
た
方
の

所
得
税
等
の
控
除
対
象
と
な
り

ま
す
の
で
、
年
末
調
整
等
の
手

続
き
の
際
に
ご
自
身
の
社
会
保

険
料
の
額
と
合
算
し
て
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
場
合
、ご
家
族
分
の「
社

会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
も
申
告
す
る
方

の
申
告
書
に
添
付
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

過
去
の
未
納
の
保
険
料
も

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す

　

過
去
の
未
納
分
の
保
険
料
や

免
除
・
納
付
猶
予
・
学
生
納
付
特

例
期
間
の
保
険
料
を
納
付
（
追

納
）
し
た
場
合
も
所
得
税
等
の

控
除
対
象
に
な
り
ま
す
。

控
除
証
明
書

専
用
ダ
イ
ヤ
ル
の
設
置

　

紛
失
等
に
よ
り
再
発
行
が
必

要
な
場
合
や
控
除
証
明
書
に
関

す
る
こ
と
は
、
左
記
ま
で
ご
連

絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
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お
か
け
く
だ
さ
い
。）

●
受
付
期
間

　

11
月
1
日（
火
）〜
平
成
24
年

3
月
15
日（
木
）

●
受
付
時
間

　

月
〜
金
曜
日

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

15
分

　

た
だ
し
、
月
曜
日
（
月
曜
が

休
日
の
場
合
は
火
曜
日
）
は
午

後
7
時
ま
で

・
第
2
土
曜
日
：
午
前
9
時
30

分
〜
午
後
4
時

※
祝
日
、
12
月
29
日（
木
）〜
平

成
24
年
１
月
３
日（
火
）は
ご
利

用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.nenkin.go.jp/

国
民
年
金
保
険
料
の
免

除
・
納
付
猶
予
等
の
期
間

が
あ
る
方
へ

追
納
を
お
勧
め
し
ま
す
！

　

国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納

付
猶
予
・
学
生
納
付
特
例
の
承

認
を
受
け
ら
れ
た
期
間
が
あ
る

場
合
、
保
険
料
を
全
額
納
め
た

と
き
よ
り
も
老
齢
基
礎
年
金
の

受
取
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
期
間
の

保
険
料
は
、
将
来
受
け
取
る
老

齢
基
礎
年
金
を
増
額
す
る
た
め

に
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
さ
か

の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。（
追
納
と
い
い
ま
す
。）

　

た
だ
し
、
免
除
等
の
承
認
を

受
け
ら
れ
た
期
間
の
翌
年
度
か

ら
起
算
し
て
３
年
度
目
以
降
に

追
納
さ
れ
る
と
、
当
時
の
保
険

料
額
に
一
定
の
加
算
額
が
上
乗

せ
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
追
納
す
る
場
合
に
は

先
に
経
過
し
た
月
の
分
か
ら
順

次
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

●
申
し
込
み
先

　

各
庁
舎
市
民
課
窓
口

●
持
参
す
る
も
の

　

年
金
手
帳
、
印
鑑
（
認
め
）

国
民
年
金
保
険
料
は

社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
で
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付

し
た
全
額
が
所
得
税
・
市
町
村

民
税
の
社
会
保
険
料
控
除
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保

険
料
控
除
と
し
て
申
告
す
る
場

合
は
、
本
年
１
月
１
日
か
ら
12

月
31
日
ま
で
の
間
に
納
付
（
納

付
見
込
み
を
含
む
）
し
た
国
民

年
金
保
険
料
の
額
を
証
明
す
る

書
類
の
添
付
が
必
要
で
す
。

　

月
上
旬
に
送
付

　

生
命
保
険
会
社
等
が
発
行
す

る
控
除
証
明
書
と
同
様
に
、
１

年
間
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保

険
料
の
額
を
証
明
す
る
「
社
会

保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」（
ハ
ガ
キ
）が
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
11
月
上
旬

に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

証
明
内
容
は
、
本
年
１
月
か

ら
９
月
30
日
ま
で
の
間
に
納
付

さ
れ
た
国
民
年
金
保
険
料
額
と
、

年
内
に
納
付
が
見
込
ま
れ
る
場

合
の
納
付
見
込
み
額
で
す
。

２
月
上
旬
に

送
付
さ
れ
る
場
合

　

年
の
途
中
か
ら
国
民
年
金
に

加
入
し
た
場
合
な
ど
、
10
月
１

日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に

初
め
て
保
険
料
を
納
付
す
る
方

に
つ
い
て
は
、
平
成
24
年
２
月

上
旬
に
同
様
の
証
明
書
が
送
付

さ
れ
ま
す
。

年
末
調
整
や
確
定
申
告
に
は

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」を

国民年金
だより
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去
る
、
９
月
20
日（
火
）に
初

め
て
亘
理
町
応
援
団
支
援
活
動

と
し
て
、
隊
員
12
名
と
職
員
７

名
に
よ
り
亘
理
町
を
訪
問
し
ま

し
た
。

　

作
業
は
、
荒
川
地
区
と
吉
田

地
区
の
住
宅
２
棟
の
泥
出
し
で

あ
り
、
当
隊
員
は
２
班
に
分
か

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
現
場
へ

向
か
い
ま
し
た
。

　

作
業
は
、
地
元
の
大
工
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
方
が
床
板
を
外
し

た
後
、
小
ス
コ
ッ
プ
を
使
い
、

泥
を
取
り
出
す
作
業
で
あ
り
、

住
宅
床
下
の
泥
は
乾
燥
し
て
い

る
た
め
、
作
業
は
順
調
に
行
わ

れ
終
了
し
ま
し
た
。

　

今
後
の
活
動
に
つ
い
て
は
、

主
に
仮
設
住
宅
へ
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
づ
く
り
な
ど
が
必
要
と
さ

れ
る
た
め
、
現
地
と
調
整
を
行

い
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
支
援
計
画

を
進
め
、
隊
員
の
皆
様
に
は
活

動
協
力
な
ど
の
募
集
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
更
な
る

ご
支
援
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　

下
野
市
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎（
43
）1
2
3
6

広
報
し
も
つ
け　

23
･
11
月
号


